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市報第６号 

   横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運 

営等の基準等に関する条例及び横浜市指定地域密着型介 

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域 

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的 

な支援の方法等の基準に関する条例の一部改正について 

の専決処分報告 

横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基

準等に関する条例及び横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部

改正については、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕

がないことが明らかであったので、地方自治法第 179 条第１項の規

定を適用し、平成27年３月31日市長において次のように専決処分し

たので、同条第３項の規定により報告する。 

承認願いたい。 

  平成27年５月21日提出 

                横浜市長 林   文 子 

横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基

準等に関する条例及び横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部

を改正する条例をここに公布する。 

  平成27年３月31日 

                横浜市長 林   文 子 
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横浜市条例第38号 

   横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運 

   営等の基準等に関する条例及び横浜市指定地域密着型介 

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域 

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的 

な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条 

例 

（横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の 

 基準等に関する条例の一部改正） 

第１条 横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営 

等の基準等に関する条例（平成24年12月横浜市条例第77号）の一 

部を次のように改正する。 

第83条第10項ただし書中「第６項」の次に「の表の当該指定小 

規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが

併設されている場合の項の中欄」を加える。 

  第84条第１項ただし書中「前条第６項」の次に「の表の当該指 

定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれ 

かが併設されている場合の項の中欄」を加える。 

  第 180 条中「第17条の10」を「第17条の12」に改める。 

 （横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

 び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

 の効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部改正） 

第２条 横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法等の基準に関する条例（平成24年12月
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横浜市条例第79号）の一部を次のように改正する。 

  第45条第10項ただし書中「第６項」の次に「の表の当該指定介 

護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のい 

ずれかが併設されている場合の項の中欄」を加える。 

  第46条第１項ただし書中「前条第６項」の次に「の表の当該指 

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等 

のいずれかが併設されている場合の項の中欄」を加える。 

   附 則 

 この条例は、平成27年４月１日から施行する。 
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参  考  

    横 浜 市 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設 備 、 運 

    営 等 の 基 準 等 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 後     
                   （下 段  改 正 前）  

 （ 従 業 者 の 員 数 等 ） 

第 83 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ９ 項 ま で 省 略 ） 

10  指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 者 は 、 登 録 者 に 係 る 居 宅 サ ー

 ビ ス 計 画 及 び 第 97 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 計

 画 の 作 成 に 専 ら 従 事 す る 介 護 支 援 専 門 員 を 置 か な け れ ば な ら な い

 。 た だ し 、 当 該 介 護 支 援 専 門 員 は 、 利 用 者 の 処 遇 に 支 障 が な い 場

 合 は 、 当 該 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 の 他 の 職 務 に 従 事 

 し 、 又 は 当 該 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に 併 設 す る 第 ６ 

  の 表 の 当 該 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に 中 欄 に 掲 げ る 
 項 
  

施 設 等 の い ず れ か が 併 設 さ れ て い る 場 合 の 項 の 中 欄 
                         に 掲 げ る 施 設 
 

等 の 職 務 に 従 事 す る こ と が で き る 。 

   （ 第 11 項 か ら 第 13 項 ま で 省 略 ） 

 （ 管 理 者 ） 

第 84 条  指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 者 は 、 指 定 小 規 模 多 機 能

 型 居 宅 介 護 事 業 所 ご と に 専 ら そ の 職 務 に 従 事 す る 常 勤 の 管 理 者 を

 置 か な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

 業 所 の 管 理 上 支 障 が な い 場 合 は 、 当 該 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

 護 事 業 所 の 他 の 職 務 に 従 事 し 、 又 は 当 該 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 

                の 表 の 当 該 指 定 小 規 模 多 機 能 型 
 介 護 事 業 所 に 併 設 す る 前 条 第 ６ 項 
                      

 居 宅 介 護 事 業 所 に 中 欄 に 掲 げ る 施 設 等 の い ず れ か が 併 設 さ れ て い 
 

 る 場 合 の 項 の 中 欄 
         に 掲 げ る 施 設 等 の 職 務 若 し く は 同 一 敷 地 内 の 指 
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定 定 期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 事 業 所 の 職 務 （ 当 該 指 定 定

期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 事 業 者 が 、 指 定 夜 間 対 応 型 訪 問

介 護 事 業 者 、 指 定 訪 問 介 護 事 業 者 又 は 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 の 指 定

を 併 せ て 受 け 、 一 体 的 な 運 営 を 行 っ て い る 場 合 に は 、 こ れ ら の 事

業 に 係 る 職 務 を 含 む 。） に 従 事 す る こ と が で き る も の と す る 。 

   （ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 

第 180 条  指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス に 該 当 す る 複 合 型 サ ー ビ ス （ 施  

    第 17 条 の 12                           
 行 規 則        に 規 定 す る 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 に 限 る 
    第 17 条 の 10  

 。 以 下 こ の 章 に お い て 「 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 」 と い  

う 。） の 事 業 は 、 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 条 例 第 55 条 に 規 定 す る 

訪 問 看 護 の 基 本 方 針 及 び 第 82 条 に 規 定 す る 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 

護 の 基 本 方 針 を 踏 ま え て 行 う も の で な け れ ば な ら な い 。 

 

   横 浜 市 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 

   設 備 及 び 運 営 、 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 係 る 

   介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 等 の 基 準 に 関 す る 

   条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 後     
                   （下 段  改 正 前）  

 （ 従 業 者 の 員 数 等 ） 

第 45 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ９ 項 ま で 省 略 ） 

10  指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 者 は 、 登 録 者 に 係 る

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の 利 用 に 係 る 計 画 及 び 介 護 予 防 小 規 模 多

機 能 型 居 宅 介 護 計 画 の 作 成 に 専 ら 従 事 す る 介 護 支 援 専 門 員 を 置 か

な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 介 護 支 援 専 門 員 は 、 利 用 者 の 処

遇 に 支 障 が な い 場 合 は 、 当 該 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介
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護 事 業 所 の 他 の 職 務 に 従 事 し 、 又 は 当 該 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 

                  の 表 の 当 該 指 定 介 護 予 防 小 
 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に 併 設 す る 第 ６ 項      
                

 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に 中 欄 に 掲 げ る 施 設 等 の い ず れ か が 
 

併 設 さ れ て い る 場 合 の 項 の 中 欄 
                に 掲 げ る 施 設 等 の 職 務 に 従 事 す る 
 

こ と が で き る 。 

   （ 第 11 項 か ら 第 13 項 ま で 省 略 ） 

 （ 管 理 者 ） 

第 46 条  指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 者 は 、 指 定 介 護 

 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 ご と に 専 ら そ の 職 務 に 従 事 す

る 常 勤 の 管 理 者 を 置 か な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 指 定 介 護 予 防

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 の 管 理 上 支 障 が な い 場 合 は 、 当 該

指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 の 他 の 職 務 に 従 事 し

、 又 は 当 該 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に 併 設 す 

       の 表 の 当 該 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 
 る 前 条 第 ６ 項 
    

 業 所 に 中 欄 に 掲 げ る 施 設 等 の い ず れ か が 併 設 さ れ て い る 場 合 の 項 
 

 の 中 欄        
     に 掲 げ る 施 設 等 の 職 務 若 し く は 同 一 敷 地 内 の 指 定 定 期 巡 回 
 

・ 随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 事 業 所 の 職 務 （ 当 該 指 定 定 期 巡 回 ・ 随

時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 事 業 所 に 係 る 指 定 定 期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪

問 介 護 看 護 事 業 者 （ 同 項 に 規 定 す る 指 定 定 期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪

問 介 護 看 護 事 業 者 を い う 。） が 、 指 定 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 事 業 者

（ 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 等 条 例 第 48 条 第 １ 項 に 規 定 す る 指

定 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 事 業 者 を い う 。）、 指 定 訪 問 介 護 事 業 者 （

横 浜 市 指 定 居 宅 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設 備 、 運 営 等 の 基 準 に 関

す る 条 例 （ 平 成 24 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 76 号 。 以 下 「 指 定 居 宅 サ ー

ビ ス 等 基 準 条 例 」 と い う 。） 第 ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 訪 問 介
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護 事 業 者 を い う 。） 又 は 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 （ 指 定 居 宅 サ ー ビ ス

等 基 準 条 例 第 56 条 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 を い う 。

） の 指 定 を 併 せ て 受 け 、 一 体 的 な 運 営 を 行 っ て い る 場 合 に は 、 こ

れ ら の 事 業 に 係 る 職 務 を 含 む 。） に 従 事 す る こ と が で き る も の と

す る 。 

   （ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 

 

   地 方 自 治 法 （ 抜 粋 ） 

第 179 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 が 成 立 し な い と き 、 第 113 条 た

 だ し 書 の 場 合 に お い て な お 会 議 を 開 く こ と が で き な い と き 、 普 通

 地 方 公 共 団 体 の 長 に お い て 議 会 の 議 決 す べ き 事 件 に つ い て 特 に 緊

 急 を 要 す る た め 議 会 を 招 集 す る 時 間 的 余 裕 が な い こ と が 明 ら か で

 あ る と 認 め る と き 、 又 は 議 会 に お い て 議 決 す べ き 事 件 を 議 決 し な

 い と き は 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 そ の 議 決 す べ き 事 件 を

 処 分 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 第 162 条 の 規 定 に よ る 副 知 事 又

 は 副 市 町 村 長 の 選 任 の 同 意 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

  議 会 の 決 定 す べ き 事 件 に 関 し て は 、 前 項 の 例 に よ る 。   

  前 ２ 項 の 規 定 に よ る 処 置 に つ い て は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は

 、 次 の 会 議 に お い て こ れ を 議 会 に 報 告 し 、 そ の 承 認 を 求 め な け れ

 ば な ら な い 。 

   （ 第 ４ 項 省 略 ） 

 


